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記

第１ 本通達の趣旨

本通達は、供託手続の簡素化による利用者の負担軽減、利用者の利便性の

向上などを図ることを目的とする改正省令及び改正告示に基づく供託事務の

取扱い等について、その留意すべき事項を明らかにしたものである。

第２ 登記事項証明書の添付又は提示の省略に係る事務の取扱い

１ 改正の概要

供託手続において添付又は提示する登記された法人の代表者の資格を証

する書面（規則第１４条第１項等）などについて、その登記事項証明書の

添付又は提示を求めることとされた（規則第１４条第１項及び第４項（第

２１条第５項及び第２７条第３項において準用する場合を含む 、第２４。）

条第２項第２号、第２７条第１項（第２１条の３第３項、第２１条の６第

２項、第３５条第４項、第３６条第３項、第４２条第３項、第４８条第３

項及び第４９条第４項において準用する場合を含む ）並びに第３９条の。

２ これにより 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 平。）。 、 （

成１４年法律第１５１号。以下「情報通信技術活用法」という ）第１１。

条の規定により、当該登記事項証明書の添付又は提示を省略することがで

きることとなる（以下「登記事項証明書の添付省略」という 。。）

２ 登記情報連携システムとの連携

(1) 登記事項証明書の添付省略は、登記情報連携（当省の登記情報連携シ

ステムと供託事務処理システムとを連携することにより、商業・法人登

記の管轄にかかわらず、登記された法人の登記情報（以下「登記情報」

という ）を取得する仕組みをいう。以下同じ ）により実現するものと。 。

する。

なお、登記情報連携による登記情報の取得は、磁気ディスクをもって

調製された登記簿（商業登記法（昭和３８年法律第１２５号）第１条の

２第１号参照）のみを対象とするものとする。

おって、登記事項証明書の添付省略については、手数料を要しない。

(2) 供託官は、供託事務処理システムの端末を操作し、供託手続において

必要な範囲内でのみ、登記情報を取得するものとする。

３ 供託書等への記載事項等

登記情報を取得するためには、供託者又は供託物払渡請求者（以下「供
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託者等」という ）から、①商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所。

在地、②行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関

（ ） 、する法律 平成２５年法律第２７号 第２条第１５項に規定する法人番号

③会社法人等番号（商業登記法第７条（他の法令において準用する場合を

含む ）に規定する会社法人等番号をいう。以下同じ ）のいずれかが供託。 。

所に提供される必要がある（情報通信技術を活用した行政の推進等に関す

る法律施行令（平成１５年政令第２７号）第５条）ところ、供託者等が登

記された法人である場合には、供託書又は供託物払渡請求書（以下「供託

書等」という ）に、商号又は名称及び本店又は主たる事務所を記載する。

（ 、 ） 、ことを要する 規則第１３条第２項第１号 第２２条第２項第８号 ため

当該記載により上記①の提供の条件を満たすこととする。

なお、改正省令による改正前の供託規則においては、登記された法人が

当該供託規則第３８条第１項第１号の規定による供託をする場合におい

て、当該法人の会社法人等番号がその申請書情報（規則第３９条第１項に

規定する申請書情報をいう。以下同じ ）と併せて送信され、これにより。

供託官がその登記情報を直ちに確認することができるときは、登記所の作

成した代表者の資格を証する書面又は代理人の権限を証する書面を提示す

ることを要しないとされていたが、情報通信技術活用法第１１条の規定の

適用においては、登記された法人の商号又は名称及び本店又は主たる事務

所の所在地に加えて、その会社法人等番号の提供をも求める必要はないた

め、その取扱いを規定していた改正省令による改正前の供託規則第３９条

の２第３項の規定は、削られた。

４ 供託所における取扱い

(1) 登記情報連携による確認ができる場合

ア 供託者等は、供託書等に記載された登記された法人の代表者の資格

を証する登記事項証明書の提示を省略することができることとなる

（情報通信技術活用法第１１条、規則第１４条第１項 。この取扱い）

は、供託書等が供託所の窓口で提出された場合（以下「窓口申請」と

いう ）のほか、送付により提出された場合（以下「送付申請」とい。

う 又は規則第３８条第１項第１号の規定により供託された場合 規。） （

則第３９条第３項第１号の電子証明書を併せて送信したものを除く。

以下「オンライン申請」という ）のいずれにおいても同様とする。。
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イ 供託官は、登記情報連携によって登記された法人の代表者の資格を

確認するに当たっては、登記情報連携システムから出力した登記情報

の内容を用紙に出力したものをもって行うものとし、当該用紙に基づ

き、供託書等に記載された法人の商号又は名称及び本店又は主たる事

務所により法人を特定し、当該法人の代表者の資格を確認するものと

する。この場合には、供託官は、供託手続が終了した後、登記情報の

内容が出力された用紙を、金銭供託書添付書類等つづり込帳等に編て

つするものとする。

なお、上記アにかかわらず、供託者等から作成後３か月以内の登記

事項証明書の提示があった場合には、供託官は、当該登記事項証明書

により登記された法人の代表者の資格を確認するものとする。

ウ 上記ア及びイの取扱いは、供託者等が代理人によって供託手続をし

ようとする場合において、当該代理人が法人である場合における当該

法人の代表者の資格を証する登記事項証明書及び支配人その他登記の

ある代理人によって供託手続をしようとする場合における当該支配人

その他登記のある代理人の権限を証する登記事項証明書の提示の省略

（情報通信技術活用法第１１条、規則第１４条第４項等）においても

同様とする。

ただし、登記された法人が代理人として、規則第３８条第１項の規

定による供託又は払渡しの請求（以下「供託等」という ）をする場。

合において、その申請書情報に当該法人の代表者が電子署名を行い、

かつ、当該代表者に係る規則第３９条第３項第１号に掲げる電子証明

書を当該申請書情報と併せて送信したときは、規則第１４条第４項又

は第２７条第１項の規定にかかわらず、登記事項証明書の添付省略の

取扱いを行わないものとする。

(2) 登記情報連携による確認ができない場合

ア 供託者等である登記された法人について登記の申請又は嘱託がされ

ている場合

供託者等が登記された法人であって、当該法人について登記の申請

又は嘱託がされ、当該登記が完了していないときは、登記情報連携に

よって当該法人の登記情報を取得することができないため、登記事項

証明書の添付省略の取扱いをすることはできない。
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この場合には、供託官は、次のとおり取り扱うものとする。

(ｱ) 窓口申請又は送付申請がされた場合

供託官は、供託者等に対し、登記事項証明書の添付省略の取扱い

をすることができない旨を連絡するものとする。

ａ 当該連絡をした場合において、供託者等から作成後３か月以内

の登記事項証明書の添付又は提示がされ、当該登記事項証明書に

よって法人の代表者の資格を確認することができるときは、供託

官は、他に供託を受理すべきでないと認めるとき又は払渡請求に

理由がないと認めるときを除き、これを受理又は認可して差し支

えないものとする。

ｂ 供託者等の意向を確認した結果、当該登記事項証明書の添付又

は提示をすることができない旨の連絡があった場合には、供託申

請等の取下げを促すものとする。

(ｲ) オンライン申請がされた場合

供託官は、供託者に対し、供託事務処理システムの連絡コメント

機能を用いて、登記事項証明書の添付省略の取扱いをすることがで

きない旨を連絡するとともに、申請書情報が供託所に到達した日か

ら５日後（到達した日は、算入しない ）までに、登記事項証明書。

が供託所に到達するように促す内容の「お知らせ」を作成し、登記

・供託オンライン申請システムにより、当該「お知らせ」を通知す

るものとする。

ａ 供託者から作成後３か月以内の登記事項証明書の添付又は提示

がされた場合は、上記(ｱ)ａと同様に取り扱うものとする。

ｂ 供託者から当該登記事項証明書の添付又は提示をすることがで

きない旨の連絡があった場合には、上記(ｱ)ｂと同様に取り扱う

ものとする。

イ 登記情報連携システムの利用ができない場合

供託事務処理システムに障害が発生したとき又は登記情報連携シス

テムに通信ができないとき若しくは同システムに障害が発生したとき

（以下「障害等発生時」という ）は、登記情報連携によって供託者。

等である法人の登記情報を取得することができないため、登記事項証

明書の添付省略の取扱いをすることはできない。
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この場合には、供託官は、次のとおり取り扱うものとする。

(ｱ) 窓口申請又は送付申請がされた場合

窓口申請の場合において、供託者等からの申出があるときは、供

託官は、規則第１４条第１項後段（同条第４項後段、第２１条第５

項並びに第２７条第２項及び第３項（第２１条の３第３項、第２１

、 、 、 、条の６第２項 第３５条第４項 第３６条第３項 第４２条第３項

。）第４８条第３項及び第４９条第４項において準用する場合を含む

において準用する場合を含む ）の規定に基づく簡易確認手続（登。

記された法人が当該法人の代表者の資格につき登記官の確認を受け

た供託書等を提出して、代表者の資格を証する登記事項証明書の提

示に代えることができる手続をいう。以下同じ ）を行うものとす。

る。

他方、送付申請の場合にあっては、供託者等からの申出があった

ものとして取り扱い、供託官は、当該簡易確認手続を行って差し支

えないものとする。

(ｲ) オンライン申請がされた場合

ａ オンライン申請のうち、申請書情報に電子署名及び認証業務に

関する法律（平成１２年法律第１０２号）第２条第１項に規定す

（ ） 、る電子署名を行っていないもの 供託かんたん申請 については

供託者からの申出があったものとして取り扱い、供託官は、規則

第１４条第１項後段の規定に基づく簡易確認手続を行うものとす

る。

ｂ ａ以外のオンライン申請についても、供託者からの申出があっ

たものとして取り扱い、供託官は、規則第１４条第１項後段の規

定に基づく簡易確認手続を行うものとする。

当該簡易確認手続は、後記第３のとおり取り扱うものとする。

５ 添付又は提示省略の対象

(1) 供託官は、供託書等に記載された法人の代表者の資格を証する登記事

項証明書、委任による代理人が法人である場合における当該法人の代表

者の資格を証する登記事項証明書及び支配人その他登記のある代理人の

、 、権限を証する登記事項証明書のほか 次のアからカまでなどについても

登記事項証明書の添付省略の取扱いを行うものとする。
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ア 規則第２４条第２項に規定する利害関係人の承諾書に併せて添付す

る代表者の資格を証する登記事項証明書（同項第２号）

イ 商号又は名称の変更及び本店又は主たる事務所の移転があったこと

を証する登記事項証明書

ウ 登記された法人が有する供託物払渡請求権が債権譲渡された場合に

おける当該法人の代表者の資格を証する登記事項証明書

エ 登記された法人が有する供託物払渡請求権について質権が設定され

た場合における当該法人の代表者の資格を証する登記事項証明書

オ 組織変更（会社法（平成１７年法律第８６号）第２条第２６号）が

あったことを証する登記事項証明書

カ 吸収合併（会社法第２条第２７号）又は新設合併（同条第２８号）

があったことを証する登記事項証明書

(2) 上記アからカまでなどにおける法人の代表者の資格等の確認は、登記

情報連携システムから出力した登記情報の内容を用紙に出力したものを

もって行うものとし、供託官は、当該用紙に基づき、供託書等に記載さ

れた法人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所により法人を特定

し、当該法人の代表者の資格等を確認するものとする。

(3) 供託官は、供託手続が終了した後、上記(2)の用紙を、供託金払渡請

求書類つづり込帳等に編てつするものとする。

第３ 簡易確認手続の見直し

１ 改正の概要

(1) 規則第１４条第１項後段の規定に基づく簡易確認手続

障害等発生時には、登記情報連携により供託者等の登記情報を取得す

ることができないため、登記事項証明書の添付省略の取扱いをすること

はできない。この場合には、登記事項証明書の添付省略に代えて、簡易

確認手続によることとされた（規則第１４条第１項等 。）

簡易確認手続は、次のとおりとする。

ア 登記管轄要件の撤廃

簡易確認手続は、供託所と証明をすべき登記所とが同一の法務局若

しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所（法務大

。） （ 「 」臣が指定したものを除く であることを要件 以下 登記管轄要件

という ）としていたところ、改正省令により、当該要件の根拠とな。
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る規定が削られ、登記管轄要件が撤廃された（規則第１４条第１項参

照 。これにより、供託所において、商業・法人登記の管轄にかかわ）

らず、簡易確認手続を行うことができることとされた。

イ 簡易確認手続を行わない庁の指定の廃止

昭和５３年法務省告示第５３号は、簡易確認手続を行わない局とし

て、東京法務局本局、大阪法務局本局及び名古屋法務局本局を指定し

ていたところ、当該指定が廃止され、代表者の資格を証する登記事項

証明書の簡易確認手続は 全ての供託所において行うこととされた 規、 （

則第１４条第１項後段、告示 。）

ウ 登記された法人が代理人として供託等をする場合の取扱い

(ｱ) 登記された法人が代理人として供託をする場合には、登記事項証

明書の添付省略の取扱いをすることができるところ（情報通信技術

活用法第１１条、規則第１４条第４項前段 、登記事項証明書の添）

付省略の取扱いができない場合には、簡易確認手続を行うことがで

きることとされた（規則第１４条第４項後段 。）

(ｲ) 登記された法人が代理人として供託物払渡請求をする場合にも、

登記事項証明書の添付省略の取扱いをすることができるところ（情

報通信技術活用法第１１条、規則第２７条第１項 、登記事項証明）

書添付省略の取扱いができない場合には、規則第１４条第１項後段

の規定に準じて、簡易確認手続を行うことができるものとする。

(ｳ) 登記された法人が代理人として、規則第３８条第１項の規定によ

る供託等をする場合において、その申請書情報に当該法人の代表者

が電子署名を行い、かつ、当該代表者に係る規則第３９条第３項第

１号に掲げる電子証明書を当該申請書情報と併せて送信したとき

は、規則第１４条第４項又は第２７条第１項の規定にかかわらず、

簡易確認手続を行わないものとする。

(2) 規則第２６条第１項ただし書の規定に基づく簡易確認手続

供託物払渡請求書に添付する登記所の作成した印鑑証明書について、

、 、登記管轄要件を前提として 供託物払渡請求者からの申出があるときは

供託官は、規則第２６条第１項ただし書（第２１条の３第３項、第２１

条の６第２項、第３５条第４項、第３６条第３項、第４２条第３項、第

４８条第３項及び第４９条第４項において準用する場合を含む ）の規。
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定に基づく簡易確認手続（登記された法人が当該法人の印鑑につき登記

官の確認を受けた供託物払渡請求書を提出して、印鑑証明書の添付を省

略することができる手続をいう。以下同じ ）を行うものとされていた。

ところ、改正省令によって、供託所が法務大臣が指定した法務局若しく

は地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所である場合を除

き、登記管轄要件は撤廃された（規則第２６条第１項 。なお、告示に）

おいて法務大臣が指定する法務局として東京法務局本局、大阪法務局本

局及び名古屋法務局本局が引き続き指定されたことから、これら３局に

おいては、従来どおり規則第２６条第１項ただし書の規定に基づく簡易

確認手続を行うことはできない。

２ 簡易確認手続の具体的な取扱い

規則第１４条第１項後段又は第２６条第１項ただし書の規定に基づく簡

易確認手続は、上記１のほか、次のとおり取り扱うものとする。

なお、簡易確認手続については、手数料を要しない。

(1) 乙号事務に係る民間委託実施庁における処理

競争の導入による公共サービスの改革に関する法律（平成１８年法律

第５１号）に基づく登記簿等の公開に関する事務（以下「乙号事務」と

いう ）の包括的民間委託を実施している法務局若しくは地方法務局若。

しくはそれらの支局又はそれらの出張所（以下「民間委託実施庁」とい

う ）が供託所である場合における簡易確認手続の取扱いは、次のアか。

らウまでの方法によるものとする。

ア 供託官による依頼書の作成等

(ｱ) 窓口申請の場合

供託者等から、簡易確認手続によりたい旨の申出があり、供託官

がこれを認める場合には、様式第１号又はこれに準ずる依頼書を作

成するものとする。当該依頼書を作成したときは、供託官は、供託

書等の余白に様式第２号又はこれに準ずる印を押なつするものとす

る。

供託官は、供託者等に供託書等及び依頼書を手交し、登記簿等の

公開に関する事務の窓口（以下「乙号窓口」という ）へ依頼書の。

提出を依頼するものとする。

なお、供託者等から作成後３か月以内の登記事項証明書又は印鑑
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証明書の提示又は添付があった場合には、供託官は、当該登記事項

証明書又は印鑑証明書により法人の代表者等の資格又は供託物払渡

請求書に押印された印影を確認するものとする。

(ｲ) 送付申請の場合

送付申請の場合であっても、供託者等からの申出があったものと

して取り扱い、簡易確認手続を行うことができるものとする。この

、 、 、場合には 供託官は 様式第１号又はこれに準ずる依頼書を作成し

乙号窓口に提出するものとする。

(ｳ) オンライン申請の場合

オンライン申請の場合であっても、供託者からの申出があったも

のとして取り扱い、簡易確認手続を行うことができるものとする。

この場合には、供託官は、様式第３号又はこれに準ずる依頼書を作

成し、乙号窓口に提出するものとする。

イ 乙号窓口における処理

(ｱ) 窓口申請の場合

依頼書の提出を受けた乙号事務の担当者は、依頼書において指定

された証明書各１通（ 公用」の印字を付したもの ）を作製し、当「 。

該証明書の表面の適宜の箇所に様式第４号の朱印を押なつした上

で、これを供託者等に引き渡すものとする。

、 、この場合において 依頼書が印鑑証明書に係るものであるときは

、 、乙号事務の担当者は 供託物払渡請求者に印鑑カードの提出を求め

その印鑑証明書を引き渡す際に、供託物払渡請求者に当該印鑑カー

ドを返却するものとする。

なお、証明書を引き渡した後の依頼書は、他の証明請求事件に係

る請求書と共に編てつするものとする。

(ｲ) 送付申請及びオンライン申請の場合

依頼書の提出を受けた乙号事務の担当者は、依頼書において指定

された証明書各１通（ 公用」の印字を付したもの ）を作製し、当「 。

該証明書の表面の適宜の箇所に様式第４号の朱印を押なつした上

で、これを供託官に引き渡すものとする。

なお、証明書を引き渡した後の依頼書は、他の証明請求事件に係

る請求書と共に編てつするものとする。
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ウ 供託所における取扱い

(ｱ) 窓口申請の場合

ａ 登記事項証明書の取扱い

供託者等から、供託書等とともに、上記イ(ｱ)の手続により作

製された登記事項証明書の提出があった場合は、供託官は、代表

者の資格を証する登記事項証明書等の提示があったものとして取

り扱うものとする。

、 、 、この場合において 登記事項証明書は 供託手続が終了した後

供託書添付書類つづり込帳等に編てつするものとする。なお、当

該登記事項証明書については、規則第９条の２第１項に定める添

付書類に該当しないため、原本還付に応ずることはできない。

ｂ 印鑑証明書の取扱い

供託物払渡請求者から 供託物払渡請求書とともに 上記イ(ｱ)、 、

の手続により作製された印鑑証明書の提出があった場合は、供託

、 。官は 印鑑証明書の添付があったものとして取り扱うものとする

この場合において、印鑑証明書は、供託手続が終了した後、払

渡請求書類つづり込帳等に編てつするものとする。なお、当該印

鑑証明書については、規則第９条の２第１項に定める添付書類に

該当しないため、原本還付に応ずることはできない。

(ｲ) 送付申請及びオンライン申請の場合

乙号事務の担当者から引渡しを受けた登記事項証明書の取扱い

は、上記(ｱ)と同様とする。

(2) 乙号事務に係る民間委託実施庁以外の庁における処理

ア 供託官による供託書等への印判の押なつ及び供託者等への交付

供託者等から、簡易確認手続によりたい旨の申出があったときは、

供託官は、供託書等（供託有価証券払渡請求書及び供託有価証券利札

請求書については、供託所に保存すべき１通）の適宜の箇所に様式第

５号又はこれに準ずる印判を押なつした上で、これを交付するものと

する。

なお、法人である代理人が供託手続をしようとする場合において、

代理人の権限を証する書面に記載された当該法人の代表者の資格につ

き簡易確認手続を求める申出があったときは、供託官は、供託書等に
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様式第５号又はこれに準ずる印判を押なつし、かつ、供託書等と当該

代理人の権限を証する書面とに供託官が職印をもって契印した上で、

これを交付するものとする。

イ 登記官による確認及び供託者等への交付

登記官は、供託者等から、様式第５号又はこれに準ずる印判の押な

つされている供託書等に記載された代表者の資格等又は押印された印

影につき確認を求められたときは、登記情報システムから出力した登

記事項証明書又は印鑑証明書により照合した上で、当該印判の印影の

指定する箇所に照合済の旨及びその年月日を記載して、登記官認印取

扱規程（昭和３８年３月８日付け法務省民事甲第４５７号当職通達）

による認印を押した上で、これを交付するものとする。

ウ 供託カードを提示してする供託における取扱い

供託官は、登記官に確認を受ける全ての事項（商号又は名称、本店

又は主たる事務所、代表者の資格及び氏名等）を供託書に記載して登

記官の確認を受ける取扱いによるほか、便宜、供託者から提示を受け

た供託カードに係る調査票を出力し、これを供託書と併せて供託者に

交付し、当該供託書の裏面に登記官の確認を受ける取扱いをして差し

支えない。

なお、後者の取扱いによる際には、調査票の表面と様式第５号又は

これに準ずる印判が押なつされた供託書の裏面との間に供託官が職印

で契印するものとする。

エ 供託所における取扱い

上記イ又はウによる確認を受けた供託書等の提出があったときは、

供託官は、規則第９条、第１５条及び第２７条の規定に準じて取り扱

って差し支えないものとする。

第４ 支払証明書に係る事務の取扱い

１ 改正の概要

配当その他官庁又は公署の決定によって供託物の払渡しを受ける者は、

供託物払渡請求書に、印鑑証明書などの添付書類のほか、官庁又は公署か

（ 「 」 。）ら交付された供託規則第２９号書式の証明書 以下 支払証明書 という

を添付する必要があったところ、改正省令によって、供託所に保管されて

いる支払委託書の記載から供託物の払渡しを受けるべき者であることが明
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らかとならないときは、支払証明書の添付を要することとされた（規則第

３０条第２項 。）

２ 支払証明書の添付を要する場合

規則第３０条第２項の「支払委託書の記載から供託物の払渡しを受ける

べき者であることが明らかとならないとき」とは、例えば、債権差押命令

における差押債権者がＤＶ被害者（配偶者からの暴力の防止及び被害者の

保護等に関する法律（平成１３年法律第３１号）第１条第２項に規定する

被害者をいう ）である場合に、当該差押債権者が執行裁判所に住所の秘。

匿を申し出たときが挙げられる。この場合には、支払委託書には供託物の

払渡しを受けるべき者の住所が明らかとならないが、供託物の払渡しを受

けるべき者からの請求であることを担保するため、支払証明書の添付を要

することとなる。

第５ 裁判所書記官が作成した証明書に係る事務の取扱い

１ 改正の概要

供託物の払渡しを請求する者は、原則として、供託物払渡請求書又は委

任による代理人の権限を証する書面に押された印鑑につき市町村長（特別

区の区長を含むものとし、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５

２条の１９第１項の指定都市にあっては、市長又は区長若しくは総合区長

とする。以下同じ ）又は登記所の作成した印鑑証明書を添付しなければ。

ならず（規則第２６条第１項、第２項 、これら以外の印鑑証明書は認め）

られていなかったところ、改正省令によって、裁判所によって選任された

者がその職務として供託物の払渡しを請求する場合において、裁判所書記

官が作成した証明書を添付したときは、市町村長又は登記所の作成した印

鑑証明書の添付を要しないこととされた（規則第２６条第３項第６号 。）

２ 裁判所書記官が作成した証明書の有効期間

裁判所書記官が作成した証明書の有効期間は、作成後３か月以内のもの

に限られる（規則第９条 。）



様式第１号

（書面申請用）依 頼 書

、 、供託申請又は供託物払渡請求等の手続に当たり 下記１記載の法人について

簡易確認手続によりたい旨の申出があったため、下記２記載の証明書を確認す

る必要がありますので、交付願います。

年 月 日

法務局（地方法務局） （支局）

供託官 ㊞

記

１ 法人

商 号 ・ 名 称

本店・主たる事務所

会社法人等番号（任意）

２ 確認手続に必要な証明書

□ 代表者事項証明書（１通）

□ 現在事項一部証明書（１通）

□役員区

□会社支配人区

□ 現在事項全部証明書（１通）

□ 印鑑証明書（１通 （印鑑カードの提出を要する ）） 。

（注）必要な証明書の□に✓をすること。

３ 登記手数料

登記手数料令第１８条により免除



様式第２号

依頼書手交済



様式第３号

（オンライン申請用）依 頼 書

供託申請の手続に当たり、下記１記載の法人について、簡易確認手続により

たい旨の申出があったため、下記２記載の証明書を確認する必要がありますの

で、交付願います。

年 月 日

法務局（地方法務局） （支局）

供託官 ㊞

記

１ 法人

商 号 ・ 名 称

本店・主たる事務所

会社法人等番号（任意）

２ 確認手続に必要な証明書

□ 代表者事項証明書（１通）

□ 現在事項一部証明書（１通）

□役員区

□会社支配人区

□ 現在事項全部証明書（１通）

（注）必要な証明書の□に✓をすること。

３ 登記手数料

登記手数料令第１８条により免除



様式第４号

供 託 手 続 用

様式第５号

年 月 日 登記官印

資格は登記記録

により照合済

印鑑は印鑑記録

により照合済




